
　

国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
本
市

で
も
国
民
健
康
保
険
税
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。
納
税
通
知
書
は
６

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ

　

国
民
健
康
保
険
税
に
は
課
税
の

上
限
額
（
賦
課
限
度
額
）
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
改
正
で

は
、
医
療
分
を
１
万
円
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
を
２
万
円
、
上
限

額
を
引
き
上
げ
ま
し
た
（
＝
左
図

１
）。

◆
軽
減
判
定
基
準
額
の
引
き
上
げ

　

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
合

　

令
和
７
年
度
（
令
和
６
年
分
所

得
）
の
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ

る
人
へ
、
所
得
金
額
や
税
額
、
納

期
限
な
ど
を
記
載
し
た
納
税
通
知

書
（
税
額
決
定
通
知
書
）
を
６
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
給
与
所
得
者
に
係
る
市
・
県
民

税
の
特
別
徴
収

　

給
与
所
得
者
は
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
人
を
除
き
、
特
別
徴

収
（
給
与
か
ら
の
天
引
き
）
に
よ

る
納
入
と
な
り
ま
す
。
給
与
支
払

者
（
事
業
主
）
を
経
由
し
て
、「
特

別
徴
収
税
額
の
決
定
・
変
更
通
知

計
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

所
得
に
応
じ
て「
均
等
割
」と「
平

等
割
」
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
今
回

の
改
正
で
は
、
５
割
と
２
割
の
軽

減
の
基
準
額
を
引
き
上
げ
ま
し
た

（
＝
左
図
２
）。

◆
減
免
制
度

　

災
害
や
生
活
困
窮
な
ど
一
定
の

基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
国
民

健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
税
務
課
（
市
役

所
１
階
）ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班
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書
」が
お
手
元
に
届
き
ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い

人《
均
等
割
・
所
得
割
が
課
税
さ
れ

な
い
人
》

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

人①
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る

②
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
ひ
と

り
親
ま
た
は
寡
婦
で
、
令
和
６
年

中
の
所
得
が
１
３
５
万
円
以
下

《
均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人
》

　

令
和
６
年
中
の
所
得
が
次
の
計

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

限
度
額
と
軽
減
基
準
額
を
引
き
上
げ

市
・
県
民
税

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

算
式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

計
算
式
…
28
万
円
×
（
同
一
生
計

配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親
族
の
数
＋

１
）＋
26
万
８
０
０
０
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
お
よ
び
扶
養

親
族
が
い
な
い
場
合
は
38
万
円
。

《
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人
》

　

令
和
６
年
中
の
所
得
が
次
の
計

算
式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

計
算
式
…
35
万
円
×
（
同
一
生
計

配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親
族
の
数
＋

１
）＋
42
万
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
お
よ
び
扶
養

親
族
が
い
な
い
場
合
は
45
万
円
。

◆
無
収
入
な
ど
で
未
申
告
の
人

　

令
和
６
年
中
に
高
齢
や
無
職
な

ど
に
よ
り
所
得
が
な
か
っ
た
人
、

扶
養
さ
れ
て
い
た
人
、
生
年
月
日

が
平
成
18
年
４
月
１
日
以
前
の
学

生
な
ど
も
申
告
書
を
税
務
課
（
市

役
所
１
階
）
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険

税
の
軽
減
適
用
や
各
種
税
務
証
明

書
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。

◆
減
免
制
度

　

生
活
困
窮
や
災
害
な
ど
で
、
一

定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、

市
・
県
民
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
納
期

限
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。
左

記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班

 

☎
73
・
０
０
８
７

◆図１　賦課限度額の引き上げ
医療分 65万円 → 66万円（＋１万円）

後期高齢者支援金分 24万円 → 26万円（＋２万円）

介護分 17万円 → 17万円

賦課限度額 106万円 → 109万円（＋３万円）

◆図２　軽減判定基準額の引き上げ
《５割》
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）

＋
｛（国保加入者＋特定同一世帯所属者）×30万5000円｝以下

「29万5000円」→「30万5000円」に引き上げ

《２割》
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）

＋
｛（国保加入者＋特定同一世帯所属者）×56万円｝以下

「54万5000円」→「56万円」に引き上げ

◆令和７年度からの主な改正点
●令和６年中の合計所得金額が1000万円を超え
1805万円以下かつ、控除対象配偶者以外の同一生
計配偶者（※）を有する市・県民税の納税義務者に対
して、特別税額控除（定額減税）を実施し、市・県民
税から１万円を控除します。ただし、定額減税額が
所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となり
ます。
※同一生計配偶者：令和６年中の合計所得金額が
1000万円を超える納税義務者と生計が同一で、自
身の令和６年中の合計所得金額が48万円以下の配
偶者（国外居住者を除く）。
●子育て世帯など住宅ローン控除が拡充されます。
長期優良住宅などの認定を受けた住宅を取得し、令
和６年中に入居した場合、住宅ローン控除の借り入
れ限度額は4000万円～5000万円です（住宅の認定
区分により異なります）。
※その他の改正点や詳細は、税務課（市役所１階）ま
でお問い合わせください。

くらしの情報●Sosa Information
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市
と
県
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所

は
、「
津
波
発
生
時
に
お
け
る
施

設
の
使
用
に
関
す
る
協
定
」
を
締

結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、
市
内
沿
岸
部
に

津
波
が
発
生
ま
た
は
発
生
す
る
恐

れ
が
あ
る
場
合
に
、
県
東
部
家
畜

保
健
衛
生
所
を
緊
急
避
難
場
所
と

し
て
使
用
し
、
沿
岸
部
の
住
民
な

ど
が
避
難
で
き
る
よ
う
定
め
た
も

の
で
す
。

　

市
で
は
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
に
向
け
、
平
成
28
年

度
に
「
匝
瑳
市
市
民
協
働
推
進
協

議
会
」を
設
置
し
ま
し
た
。

　

協
議
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
次
の
通
り
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

■

募
集
内
容

対
象
…
市
内
在
住
で
満
20
歳
以
上

の
人

避
難
場
所
…
県
東
部
家
畜
保
健
衛

生
所
（
匝
瑳
市
今
泉
７
１
４
２
番

地
）

問
総
務
課
消
防
防
災
班
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任
期
…
２
年

人
数
…
５
人
ま
で

■

申
し
込
み
方
法
な
ど

申
し
込
み
方
法
…
郵
送
、
持
参
、

フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
、
必
要
事
項
を
記
載

し
た
書
類
な
ど
（
書
式
は
問
わ
な

い
）を
申
込
先
ま
で
提
出

必
要
事
項
…
①
住
所 

②
氏
名 

③

生
年
月
日 
④
性
別 

⑤
電
話
番
号 

津
波
発
生
時
な
ど
の
避
難
場
所
に

家
畜
保
健
衛
生
所
と
協
定
を
締
結 

「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」の
推
進
に
向
け
て

市
民
協
働
推
進
協
議
会
委
員
を
募
集 

⑥
職
業
お
よ
び
勤
務
先 

⑦
経
歴 

⑧
協
働
の
推
進
に
関
す
る
思
い
や

考
え
方（
８
０
０
字
程
度
）

申
込
先
…
匝
瑳
市
役
所
環
境
生
活

課
市
民
協
働
班（
〒
２
８
９

－２
１

９
８　

匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
７
９

３
番
地
２
、
フ
ァ
ク
ス
72
・
１
１

１
６
、

k-shim
in@
city.sosa.

lg.jp

）

申
込
期
限
…
６
月
30
日
（
月
）（
30

日
必
着
）

　

書
類
審
査
に
よ
り
選
考
の
上
、

結
果
を
通
知
し
ま
す
。

問
環
境
生
活
課
市
民
協
働
班
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　１冊１万5000円分の「匝瑳市ゴールドプレミアム商品券」
を１万円で販売します。それぞれの券は１枚に付き1000円
分利用できます。
販売冊数…１万2000冊
販売価格…１万円
販売内容（１冊の内訳）…
全店共通券（すべての取扱
店舗で利用可能）７枚、地
元店専用券（大型店を除く
取扱店舗で利用可能）８枚
購入限度冊数…１人３冊ま
で。ただし１世帯６冊まで
（市内在住の人に限る）。
申し込み…商品券を購入す
るには、６月13日（金）までに往復はがきによる申し込みが
必要です（13日の消印有効）。申し込みは１世帯１通まで。
※申込件数が販売冊数を上回る場合は、世帯単位で抽選。
購入方法など…「購入引換はがき」を持参の上、７月26日（土）
～29日（火）に市商工会または生涯学習センター（27日のみ）
で購入してください。
※申し込み方法などの詳細は、６月４日（水）
の折り込みチラシまたは匝瑳商業協同組合の
ホームページをご覧ください。チラシは４日
以降に市役所や野栄総合支所の他、八日市場
公民館、市商工会などでも配布します。
 問市商工会☎72－2528 

ゴゴールルドドプププレレミミアアアムム商商商品品品券券券をを販販売売売
＼5000円5000円分分お得な商品券／

　税金は私たちの暮らしを支える大切な財源です。忘れず納期
限までに納めましょう。災害や病気などのやむを得ない事情に
より納税が困難な場合は、税務課（市役所１階）までお早めに
ご相談ください。
◆日曜日の納税相談窓口
　日曜日に納税相談窓口を税務課で開設しています。
日曜窓口…毎月第２・第４日曜日の９時～12時
◆口座振替をご利用ください
　市では、指定口座から市税などを引き落とす口座振替を推奨
しています。振替手数料は不要で、納め忘れもなく安心です。
申し込みは、税務課や野栄総合支所、市内の金融機関に備え付
けの「口座振替依頼書」を、預金口座のある金融機関に提出し
てください。
◆市税を滞納すると
　市税を滞納すると、滞納日数に応じ延滞金が加算される他、
市が実施する入札への参加や補助金の受給などの行政サービス
が制限されることがあります。
 問税務課納税推進室収税班☎73－0087 

市税の納め忘れはありませんか

▼詳細はこち
らから

全店共通券

地元店専用券

見見見見見見見見本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

県東部家畜保健衛生所
の外観
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